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平成21年度 わが町の家計簿わが町の家計簿わが町の家計簿
普通会計

　平成21年度の決算がまとまり、９月議会に提出しました。

　本町の財政は、町税等の自主財源が少なく、国や県などに依存

している財政構造となっております。

　平成21年度は国の施策により地域活性化・経済危機対策交付金

をはじめとする、さまざまな国庫補助金の増加により、国庫収入

が昨年比で７億891万円の増額となりました。それらの国庫補助

金を活用し、中学校体育館、大山消防コミュニティーの建築、中

学校校舎・管理棟耐震改修工事、神宅団地合併浄化槽改修工事な

ど町の重点事業を数年前倒しして行うことが出来ました。

　しかし、経常的経費は依然変わらず、財政の硬直化は進んでお

りますので、平成22年度以降においてもこれまで以上に行財政改

革を推進し財政の健全化に向けた取り組みを推進して参ります。

約95,000円の町税を納めて頂き、約370,700円

の支出をし、その内訳は次のとおりです。

町 民 １ 人 当 り

※普通会計とは、一般会計と住宅新築資金等貸付事業特別会計とを合せたもので、地方財政状況調査（決算統計）の分類に添ったものです。

（※平成22年３月末住民基本台帳登録人口13,061人で算定）

歳入 54億124万円　歳出 48億4,119万円

歳　出

民生費
1,169,858千円

24.2％

総務費
597,405千円

12.3％

公債費
551,627千円

11.4％

土木費
305,771千円

6.3％

教育費
1,147,823千円

23.7％

衛生費
540,317千円

11.2％

農林水産業費
214,603千円

4.4％

消防費
201,151千円

4.1％

議会費
76,723千円

1.6％

諸支出費
28,566千円

0.6％

商工費
3,509千円

0.1％

労務費
3,843千円

0.1％

自
主
財
源依

存
財
源

町税
使用料
手数料
財産収入
繰入金
繰越金
分担金・負担金・寄付金
諸収入

地方譲与税
交付税
交付金
国庫支出金
県支出金
地方債 37.7％

62.3％

地方交付税
1,531,455千円

28.3％

町　税
1,210,293千円

22.4％

地方債
318,258千円

5.9％

繰入金
172,539千円

3.2％

県支出金
258,518千円

4.8％

国庫支出金
1,019,583千円

18.9％

繰越金
446,255千円

8.3％

使用料・手数料
119,451千円

2.2％

その他　324,896千円　6.0％

歳　入

民 生 費

総 務 費

農林水産業費

消 防 費

議 会 費

労 務 費

公 債 費

89,600円

45,700円

16,400円

15,400円

5,900円

300円

42,200円

教 育 費

土 木 費

衛 生 費

商 工 費

諸支出費

計

87,900円

23,400円

41,400円

300円

2,200円

370,700円

人件費
877,772千円

18.1％

公債費
551,627千円

11.4％

　　扶助費
378,664千円

7.8％

物件費
653,400千円

13.5％

補助費
731,171千円

15.1％

普通建設事業費
1,139,049千円

23.5％

歳出の
性質別内訳

維持修繕費
45,535千円

1.0％

積立金
3,008千円

0.1％
繰出金　
460,970
　 千円
　9.5％

義

務

的

経

費

投
資 的 経

費

そ

の

他

の

経

費
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　歳入合計は、１億５７９万２千円、歳出合計は１億１０２万

６千円となっています。

　その内訳は図のとおりで、歳入歳出差引残額４７６万６千円

が、平成２２年度へ繰越となりました。

　将来にわたり国民皆保険を守り、家族や社会のために長年

尽くされた高齢者の方々が安心して医療を受け続けられる

ようにするため、若い世代も含めてみんなが納得して支え合

う長寿医療制度が平成２０年４月より導入されました。

　医療にかかる費用のうち，窓口負担を除いた分を公費で５

割、若い世代の保険料で４割、高齢者の保険料で１割という

負担割合で運営しています。

　この制度は、県内全ての市町村が加入する徳島県後期高齢

者医療広域連合が運営主体（保険者）となり、市町村と連携

して事務を行っています。

　申請や届け出の受付は役場福祉保健課で行っております。

後期高齢特別会計

（単位：千円）♦歳入の部 

 割      合金       額項　　　　目

１６.７％１９２,９９２保 険 料

２４.７％２８６,１１５支 払 基 金 交 付 金

２２.９％２６４,８６０国 庫 支 出 金

１２.７％１４７,３７０県 支 出 金

１３.２％１５３,３７７繰 入 金

９.８％１１４,０４８繰 越 金

０.０％
（０.００５％）５８そ の 他

１００.０％１,１５８,８２０合 計

（単位：千円）♦歳出の部 

 割      合金       額項　　　　目

９１.７％９４２,０６３保 険 給 付 費

１.９％１９,３１４総 務 費

６.４％６６,１３１そ の 他

１００.０％１,０２７,５０８合 計

♦保険給付状況（６５才以上人口３,２１８人、要介護・支援認定者数６４８人）

合　　計施　　設在　　宅

５,８５３１,６５０４,２０３延 べ 利 用 人 数（人）

１００.０％２８.０％７２.０％構　　　成　　　比（％）

１,１０２,２８５３１０,７４２７９１,５４３審査支払い手数料（円）

９４２,０６３,３５９４７８,９８１,８８１４６３,０８１,４７８支 給 総 額（円）

１００.０％５１.０％４９.０％構　　　成　　　比（％）

１６０,９５４２９０,２９２１１０,１７９１人当たりの支給額（円）

　歳入合計は、１１億５,８８２万円、歳出合計は１０億２,７５０万８千円となって

います。

　その内訳は図のとおりで、歳入歳出差引残額１億３,１３１万２千円が、平

成２２年度へ繰越となりました。

（単位：千円）♦歳入の部 

割　合金　額項　　　目

６５.０％６８,８２２保 険 料

３１.９％３３,７１０繰 入 金

３.０％３,１５２繰 越 金

０.１％１０８
使用料及び手
数料・その他

１００.０％１０５,７９２合 計

（単位：千円）♦歳出の部 

割　合金　額項　　　目

０.５％５４０総 務 費

９９.４％１００,３８３
後期高齢者医療
広域連合納付金

０.１％１０３そ の 他

１００.０％１０１,０２６合 計

歳入の部 歳出の部

支払基金
交付金
24.7％

国庫支出金
22.9％

県支出金
12.7％

保険料
16.7％

繰越金
  9.8％

繰入金
13.2％

保険給付費
91.7％

総務費　1.9％

その他　6.4％その他 0.0％
（0.005％）

歳入の部 歳出の部

保険料
65.0％

繰入金
31.9％

繰越金
3.0％

後期高齢者
医療広域連合

納付金
99.4％

総務費　0.5％
その他　0.1％

使用料及び手数料・
その他　0.1％

　歳入合計は、５４４万４千円、歳出合計は５０９万２千円となっています。

　その内訳は図のとおりで、歳入歳出差引残額３５万２千円が、平成

２２年度へ繰越となりました。

老人保健特別会計
（単位：千円）♦歳入の部 

割　合金　額項　　　目

１.１％６２支払基金交付金

０.０％０国 庫 負 担 金

５.５％２９９県 支 出 金

６.８％３６８一般会計繰入金

８６.３％４,６９６繰 越 金

０.３％１９そ の 他

１００.０％５,４４４合 計

（単位：千円）♦歳出の部 

割　合金　額項　　　目

１.２％６２医 療 諸 費

４８.１％２,４４７償 還 金

５０.７％２,５８３一般会計繰出金

１００.０％５,０９２合 計

歳入の部 歳出の部

県支出金　5.5％

償還金
48.1％

一般会計
繰出金
50.7％

医療諸費
1.2％一般会計繰入金

6.8％

支払基金交付金　1.1％

繰越金
86.3％

その他
0.3％

介護保険特別会計

被保険者数 １,８２１人

一人当たり保険料 ３７,７９４円

総医療費 １,５１６,１８１千円

一人当たり医療費 ８３２,６０９円　
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　平成２１年度国民健康保険特別会計の決算がまとまりましたのでお知らせします。

　歳入合計は、１３億３,３０９万円、歳出合計は、１３億２,０１０万８千円となっています。

　その内訳は次のとおりで、歳入歳出の差引残額１,２９８万２千円が平成２２年度へ繰越となりました。

世帯数　１,７４３世帯　　　　　　被保険者数　３,３００人

１人当たり割　合金　　　額項　　　目

歳
　
　
　
　
　
　
入

１２９,９１２３２.２％４２８,７０９,０１２国 ・ 県 支 出 金

７７,５６８１９.２％２５５,９７５,７０１
前 期 高 齢 者
交 付 金

７５,５２３１８.７％２４９,２２７,３５０国 保 税

２６,７４７６.６％８８,２６５,１９９繰 入 金

２０,３３９５.０％６７,１１９,３８１
療 養 給 付 費
交 付 金

１７,８３６４.４％５８,８５９,１５８繰 越 金

５６,０４１１３.９％１８４,９３４,７８３そ の 他 収 入

４０３,９６７１００.０％１,３３３,０９０,５８４計

１人当たり割　合金　　　額項　　　目

歳
　
　
　
　
　
　
出

２５６,４０３６４.１％８４６,１２８,５２６保 険 給 付 費

４４,１５２１１.０％１４５,７０１,９３１
後 期 高 齢 者
支 援 金 等

１９,０５４４.８％６２,８７６,５７４介 護 納 付 金

２,２４４０.６％７,４０６,１３９老人保健拠出金

２,５１９０.６％８,３１１,２１４総 務 費

１２６
０.０％

（０.０３％）
４１４,２８８

前 期 高 齢 者
納 付 金 等

７５,５３６１８.９％２４９,２６９,４２８そ の 他 支 出

４００,０３３１００.０％１,３２０,１０８,１００計

（単位：円）

国保会計国保会計

水道事業収益

給水収益
95.3％

その他　0.6％
受託工事収益

4.1％

水道事業費用

総係費
31.3％

配水及び
給水費
10.1％

受託工事費
4.4％

減価償却費
26.6％

資産減耗費
0.5％

支払利息
13.8％

過年度損益修正損
0.1％

原水及び
浄水費　
13.2％　

資本的収入 資本的支出

建設改良費
24,195
32.0％

工事分担金
5,707

100.0％

企業債償還金
51,190
68.0％

●収益的収入及び支出

２１７,９４３水 道 事 業 収 益

２０７,７７１給 水 収 益

８,８６２受 託 工 事 収 益

７５２その他の営業収益

２９０受取利息及び配当金

０他 会 計 補 助 金

２５６雑 収 益

１２過年度損益修正益

水
道
事
業
決
算

水
道
事
業
決
算

水
道
事
業
決
算

水
道
事
業
決
算

水
道
事
業
決
算

水
道
事
業
決
算

水
道
事
業
決
算

１９１,８８０水 道 事 業 費 用

２５,３２６原 水 及 び 浄 水 費

１９,２９６配 水 及 び 給 水 費

８,４２９受 託 工 事 費

６０,１５０総 係 費

５１,１０８減 価 償 却 費

９４６資 産 減 耗 費

２６,５２５支 払 利 息

０雑 支 出

１００過年度損益修正損

尚、資本的支出額に不足する額６,９６７万８千円は内部留保資金で補てんしております。

療養の給付等の状況

他 方 負 担 分一 部 負 担 金保険者負担分費 用 額件 数医 療 給 付

４２,８３８,６２２２３８,６２８,６３１７３８,６７１,８０７１,０２０,１３９,０６０４２,８８４療 養 の 給 付

２２８,７５０３,２０４,９５６８,８２５,１６５１２,２５８,８７１１,４２２療 養 費 等

４３,０６７,３７２２４１,８３３,５８７７４７,４９６,９７２１,０３２,３９７,９３１４４,３０６計

高額療養費及びその他の保険給付状況 （単位：円）

出 産 育 児 一 時 金葬 祭 費高 額 療 養 費区 分

８１７１,４３４件 数

３,１７０,０００３４０,０００９１,６３５,９７６給 付 額

（単位：円）

（単位：千円） ●資本的収入及び支出

５,７０７資 本 的 収 入

５,７０７工 事 分 担 金

７５,３８５資 本 的 支 出

２４,１９５建 設 改 良 費

５１,１９０企 業 債 償 還 金

　収入合計は２億１,７９４万３千円

　支出合計は１億９,１８８万０千円

　収入合計は　５７０万７千円

　支出合計は７,５３８万５千円

収　益　的
収支決算額

資　本　的
収支決算額



第１６７号（5）　平成２２年１０月１日

　上板町の職員給与などの現状を町民の皆さんにお知らせします。

　職員の給与制度は国家公務員の給与制度に準じて、町の条例に

よって定められています。

（なお、ここに記載している給与は、すべて税や各種保険料を引く

前の額です。）

上上板板町町職職員員の給給与与等等を公公表表します

❷職員給与費の状況（普通会計決算）

１人当たり
の 給 与 費
（Ｂ／Ａ）

給　与　費　額普通会計
職 員 数
（Ａ）

区　分
　　計（Ｂ）期末・勤勉手当職員手当給　　料

千円

５,７６６
千円

６０５,３９６
千円

１６１,５０９
千円

４４,７５６
千円

３９９,１３１１０５人２１年度

※職員手当には、退職手当を含まない。

❸職員の平均給料月額及び平均年齢の状況 （平成２２年４月１日現在）

平　均　年　齢平 均 給 料 月 額

４１.８歳月一般行政職　　３,１０９百円

５２.１歳月技能労務職　　３,３３０百円

❹職員の初任給の状況 （平成２２年４月１日現在）

一般行政職

国上　　板　　町

初　任　給区　　　分初　任　給区　　　分

１７２,２００円大　学　卒１７２,２００円大　学　卒

１５２,８００円短　大　卒１５２,８００円短　大　卒

１４０,１００円高　校　卒１４０,１００円高　校　卒

❶人件費の状況（普通会計決算）

前年度の人件費率人件費率（Ｂ／Ａ）人件費（B）歳出額（A）住民基本台帳人口区　分

２３.５%１８.１%
千円　

８７７,７７２
千円　

４,８４１,１９６
平成２２.３.３１現在

１３,０６１人２１年度

※人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含む。

❺一般行政職の級別職員数の状況 （平成２２年４月１日現在）

４級３級２級１級

課長補佐及び主査
並びにこの相当職

主査及び係長並
びにこの相当職

主 事 及 び
こ の 相 当 職

主 事 及 び 主 事 補
並びにこの相当職

標 準 的 な
職 務 内 容

１１人２１人８人６人職　員　数

１７.２%３２.８%１２.５%９.４%構　成　比

合　計６級５級

理事及び課長並
びにこの相当職

主幹及び課長補佐
並びにこの相当職

６４人１１人７人

１００.０%１７.２%１０.９%

※①標準的な職務内容とは、そ
れぞれの級に該当する代表
的な職務である。

　②一般行政職とは、「事務職」
や「技術職」のことを指し、

「企業職員」や「教育職」
は含まない。

❻職員手当の状況 （平成２２年６月１日現在）

国上　板　町区　分

（支給割合）　期末手当　　　勤勉手当
　　６月期　　１.２５月分　　０.７０月分
１２月期　　１.５０月分　　０.７０月分
　　計　　　２.７５月分　　１.４０月分
※職制上の段階、職務の級等による加算措置有

（支給割合）　期末手当　　　勤勉手当
　　６月期　　１.２５月分　　０.７０月分
１２月期　　１.５０月分　　０.７０月分
　　計　　　２.７５月分　　１.４０月分
※職制上の段階、職務の級等による加算措置有

期末手当
勤勉手当

（支給率）　　　自己都合　　　勧奨・定年
勤続２０年 ２３.５０月分 ３０.５５月分
勤続２５年 ３３.５０月分 ４１.３４月分
勤続３５年 ４７.５０月分 ５９.２８月分
最高限度額 ５９.２８月分 ５９.２８月分
※定年前早期退職特例措置有

（支給率）　　　自己都合　　　勧奨・定年
勤続２０年 ２３.５０月分 ３０.５５月分
勤続２５年 ３３.５０月分 ４１.３４月分
勤続３５年 ４７.５０月分 ５９.２８月分
最高限度額 ５９.２８月分 ５９.２８月分
※定年前早期退職特例措置有

退職手当

主なもの　配偶者　　　月額 １３,０００円
　　　　　配偶者以外　月額 ６,５００円

主なもの　配偶者　　　月額 １３,０００円
　　　　　配偶者以外　月額 ６,５００円

扶養手当

持家　なし

借家　家賃の額に応じて支給
　　　最高月額２７,０００円

持家　月額２,５００円
※新築又は購入した日から起算して５年

を経過するまでの間支給

借家　家賃の額に応じて支給
　　　最高月額２７,０００円

住居手当

通勤距離２㎞〜５㎞未満　月額２,０００円
５㎞以上は距離に応じ支給

通勤距離２㎞〜５㎞未満　月額２,０００円
５㎞以上は距離に応じ支給

通勤手当

８,６３５,１６１円支 給 総 額
（平成２１年度）

時 間 外
勤務手当

保育士及び幼
稚園教諭

支給対象職員

調整手当
１４６,３５９円

支給対象職員１
人あたり平均支
給額（平成２１年度）

給料月額の
２％

支　　給　　率

月額
２８,６００円〜

４９,５００円

管理または監督
の地位にある職
員に支給

管理職
手　当

６７,９２７円
支給対象職員１
人あたり平均支
給額（平成２１年度）

❼特別職の報酬等の状況 （平成２２年６月１日現在）

期末手当（支給割合）給料及び報酬（月額）区分期末手当（支給割合）給料及び報酬（月額）区分

６月期１.４５月分
１２月期１.６０月分

合計　３.０５月分

２９９,０００円
２４９,２００円
１９９,３００円

議　長
副議長
議　員

６月期１.４５月分
１２月期１.６０月分

合計　３.０５月分

５９０,４００円
５６０,８８０円
５１８,８９０円

町　長
副町長
教育長

※平成２２年度の町長、副町長及び教育長の給料月額について、町長２０％、副町
長５％、教育長５％を減額している。

❽部門別職員数の状況 （各年４月１日現在）

職　　　員　　　数（人）
区　分

平成２２年平成２１年平成２０年平成１９年平成１８年平成１７年

２
１５
９
６
８

２８
１１

２
１５
９
６
９

３０
１２

２
１７
１３
７
８

３３
１３

２
１８
１２
７

１０
３６
１３

２
２２
７
７
９

４１
１４

２
２２
７
７
９

４２
１４

議　会
総　務
税　務
農　林
土　木
民　生
衛　生

一

般

行

政

７９８３９３９８１０２１０３小　計

２２２２１９２０１９１９教　育特
別
行
政 ２２２２１９２０１９１９小　計

５
８

６
８

６
７

６
６

６
６

６
６

水　道
その他

公
営
企
業
等 １３１４１３１２１２１２小　計

１１４１１９１２５１３０１３３１３４合　 計

※職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、
派遣職員等を含み、臨時・嘱託及び非常勤職員を除いている。

平成２１年度農業集落排水事業特別会計決算についてお知らせします。

歳入合計４７,９９７千円、歳出合計４３,５１４千円となっており内訳は下記のと

おりで歳入歳出差引残額４,４８２,７０１円が、平成２２年度へ繰越となります。

（単位：円）♦歳入の部 

金　　額項　　目

２,１００,０００分 担 金

８,０６２,０００使 用 料

３２,４５１,０００繰 入 金

５,３７２,１４５繰 越 金

１２,１００手数料・諸収入

４７,９９７,２４５合 計

（単位：円）♦歳出の部 

金　　額項　　目

１８１,２１５一般管理費

１１,９２０,４２３施設管理費

２４,０３１,５３２元 金

７,３８１,３７４利 子

４３,５１４,５４４合 計

歳入の部 歳出の部
分担金
4.4％

使用料
16.8％ 施設管理費

27.4％

元金
55.2％

利子
17.0％

一般管理費
0.4％

手数料・諸収入

繰入金
67.6％

繰越金
11.2％

0.0％
（0.025％）

農業集落排水事業会計農業集落排水事業会計
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去
る
、
八
月
十
一
日
︵
水
︶、
中
央
公
民
館
に
お
い
て

﹃
防
ご
う
！
少
年
非
行
﹄
県
民
総
ぐ
る
み
運
動
・
上
板

町
推
進
大
会
が
盛
大
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
大
会
は
、
町
民
あ
げ
て

青
少
年
の
健
全
育
成
に
取
り

組
む
気
運
を
醸
成
す
る
と
と

も
に
、
町
民
各
層
の
非
行
防

止
に
対
す
る
理
解
と
認
識
を

深
め
、
次
代
を
担
う
青
少
年

の
非
行
防
止
と
健
全
育
成
を

図
る
目
的
で
毎
年
開
催
し
て

い
ま
す
。

　

大
会
で
は
、
納
田
町
長
の

力
強
い
挨
拶
の
後
、
上
板
中
学
校
校
内
非
行
防
止
作
文

優
秀
者
三
名
︵
最
優
秀
賞　

三
年　
 

板  
東  
春  
希 
さ
ん
、

ば
ん 
ど
う 
は
る 

き

優
秀
賞　

二
年　
 

岡  
本 
ひ
か
る
さ
ん
、
優
秀
賞　

一
年

お
か 
も
と

 
真  
田  
衣  
織 
さ
ん
︶
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

さ
な 

だ 

い 

お
り

　

そ
し
て
、
最
優
秀
賞
の
板
東
春
希
さ
ん
が
﹁
大
切
な

命
を
支
え
る
た
め
に
﹂
と
題
し
た
作
文
を
発
表
し
、
参

加
者
よ
り
盛
大
な
拍
手
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
手
塚
教
育
委
員
長
よ
り
﹁
大
会
宣
言
﹂
が
朗

読
さ
れ
、
青
少
年
が
豊
か
で
た
く
ま
し
く
育
つ
よ
う
、

町
民
一
丸
と
な
っ
て
非
行
防
止
活
動
を
展
開
す
る
こ
と

が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
国
立
大
学
法
人　

鳴
門
教
育
大
学　

同
窓
会

顧
問
︵
元
徳
島
県
南
部
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン

タ
ー﹁
よ
り
そ
い
﹂
那
賀
川
支
所
長
︶ 

青  
木  
弘  
亘 
氏
よ
り

あ
お 

き 

ひ
ろ 
の
ぶ

﹁
私
の
実
践
﹂と
題
し
た
基
調

講
演
が
あ
り
、
青
木
さ
ん
の

実
体
験
を
通
し
た
貴
重
な
お

話
に
、
参
加
者
一
同
最
後
ま

で
耳
を
傾
け
て
い
ま
し
た
。

　
﹃﹃
防
ご
う
！
少
年
非
行

防
ご
う
！
少
年
非
行
﹄﹄

上
板
町
推
進
大
会　

　

就就就就就就就就就就就就就就
任任任任任任任任任任任任任任
ああああああああああああああ
いいいいいいいいいいいいいい
ささささささささささささささ
つつつつつつつつつつつつつつ

就
任
あ
い
さ
つ

議　

長　

廣　

澤　

眞　

治

副
議
長　

村　

上　

浩　

一

　

私
た
ち
は
、
平
成
二
十
二
年
第
二

回
定
例
会
に
お
い
て
、
議
長
及
び
副

議
長
に
当
選
い
た
し
ま
し
た
。
身
に

余
る
光
栄
で
あ
る
と
同
時
に
、
責
任

の
重
大
さ
を
痛
感
い
た
し
て
お
り
ま

す
。

　

今
後
に
お
き
ま
し
て
は
、
一
生
懸

命
上
板
町
の
活
性
化
と
、
住
民
福
祉

の
充
実
に
努
力
い
た
す
所
存
で
ご
ざ

い
ま
す
の
で
、
一
層
の
ご
指
導
ご
協

力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
就

任
の
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

前

議

長　

前　

田　

忠　

道

前
副
議
長　

伊　

月　
　
　

猛

　

退退退退退退退退退退退退退退
任任任任任任任任任任任任任任
ああああああああああああああ
いいいいいいいいいいいいいい
ささささささささささささささ
つつつつつつつつつつつつつつ

退
任
あ
い
さ
つ

　

私
た
ち
は
、
平
成
十
九
年
第
二
回

臨
時
会
に
お
い
て
、
議
長
及
び
副
議

長
の
要
職
に
就
か
せ
て
い
た
だ
き
、

明
る
い
町
政
の
確
立
と
円
滑
な
議
会

運
営
を
心
が
け
て
参
り
ま
し
た
。
幸

い
に
し
て
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
い
た

だ
き
、
そ
の
職
責
を
果
た
し
得
る
こ

と
が
で
き
、
心
か
ら
厚
く
お
礼
を
申

し
上
げ
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
町
政
発
展
の
た
め
微

力
な
が
ら
、
努
力
い
た
し
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
旧
倍
の
ご
指
導
ご
厚

誼
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
し
て
、
退
任
の
あ
い
さ
つ
と
い

た
し
ま
す
。

　

平
成
二
十
二
年
七
月
十
五
日
上
板
町
役
場

三
階
議
長
室
に
お
い
て
全
国
町
村
議
会
議
長

会
会
長
か
ら
の
感
謝
状
が
伝
達
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
氏
が
、
平
成
二
十
一
年
七
月
一

日
か
ら
一
年
間
徳
島
県
町
村
議
会
議
長
会
会

長
と
し
て
本
県
の
地
方
自
治
の
発
展
に
貢
献

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
贈
呈
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

氏
の
今
後
益
々
の
ご
健
康
と
ご
活
躍
を
お

祈
り
い
た
し
ま
す
。 前　

田　

忠　

道　

氏

全全全全全全全全全全全全全全国国国国国国国国国国国国国国町町町町町町町町町町町町町町村村村村村村村村村村村村村村議議議議議議議議議議議議議議会会会会会会会会会会会会会会全国町村議会
議議議議議議議議議議議議議議長長長長長長長長長長長長長長会会会会会会会会会会会会会会感感感感感感感感感感感感感感謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝状状状状状状状状状状状状状状議長会感謝状

上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上
板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板
町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町
議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議
会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

上
板
町
議
会
だだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ
よよよよよよよよよよよよよよよよよよよよ
りりりりりりりりりりりりりりりりりりりり

だ
よ
り

◎
平
成
二
十
二
年
第
二
回
定
例
会
の
概
要

　

第
二
回
定
例
会
は
、六
月
二
十
三
日
か
ら
六
月
二

十
九
日
ま
で
の
七
日
間
の
日
程
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

開
会
日
に
は
、
納
田
町
長
が
、
効
率
的
な
行
財

政
運
営
、
防
災
対
策
、
農
業
基
盤
の
強
化
、
教
育

問
題
、
人
権
問
題
、
環
境
問
題
、
な
ど
施
政
方
針

の
中
で
、
基
本
理
念
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
。

　

一
般
質
問
で
は
、行
財
政
改
革
、防
災
、農
業
、環

境
、
人
権
、
教
育
問
題
な
ど
が
論
議
さ
れ
ま
し
た
。

︵
議
員
八
名
か
ら
一
般
質
問
︶

　

町
長
提
出
議
案
二
十
一
件
が
可
決
、
同
意
さ
れ

ま
し
た
。

　

ま
た
、
議
長
、
副
議
長
、
常
任
委
員
会
委
員
、

議
会
運
営
委
員
会
委
員
、
議
会
特
別
委
員
会
委
員
、

一
部
事
務
組
合
議
会
議
員
が
そ
れ
ぞ
れ
選
任
さ
れ

ま
し
た
。

　

議
員
提
出
議
案
一
件
が
可
決
、
請
願
一
件
が
採

択
さ
れ
ま
し
た
。

◎ 
議
会
議
員
協
議
会

　

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

　

第
二
回
定
例
会
提
出
議
案
の
協
議
を
行
な
う
。

◎
財
産
区
議
会

・
上
板
町
大
山
財
産
区
議
会

　

︵
第
二
回
定
例
会
︶

　

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
四
日

・
上
板
町
神
宅
財
産
区
議
会

　

︵
第
二
回
定
例
会
︶

　

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
三
日

　

去
る
、
七
月
十
八
日
︵
日
︶
県
内
の
代
表
十

三
チ
ー
ム
に
よ
り
競
わ
れ
た
、
第
二
十
七
回
徳

島
県
消
防
操
法
競
技
大
会
ポ
ン
プ
車
の
部
で
上

板
町
消
防
団
第
二
分
団
︵
植
田
昌
和
分
団
長
︶

が
見
事
、
準
優
勝
に
輝
き
ま
し
た
。

　

三
十
度
を
超
え
る
猛
暑
や
、
突
然
の
豪
雨
な

ど
厳
し
い
天
候
の
な
か
、
日
頃
の
練
習
の
成
果

を
充
分
に
発
揮
し
、
審
査
員
の
高
い
評
価
を
得

ま
し
た
。

　

準
優
勝
し
た
第
二
分

団
の
選
手
は
次
の
と
お

り
で
す
。︵
敬
称
略
︶

指
揮
者　

森　
　

祐
樹

一
番
員　

廣
瀬　

浩
平

二
番
員　

吉
田　

孝
史

三
番
員　

吉
田　

正
人

四
番
員　

坂
東　

康
人

県
大
会
準
優
勝
お
め
で
と
う

　

去
る
、
八
月
十
五
日
に
平
成
二
十
二
年
度
の

上
板
町
戦
没
者
追
悼
式
が
大
山
・
高
志
・
松
島

地
区
の
忠
魂
碑
前
で
上
板
町
・
町
遺
族
会
の
共

催
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

式
は
、
納
田
伸
春
町
長
・
正
木 
遺
族
会
会
長

を
は
じ
め
と
し
て
多
数
の
遺
族
関
係
者
が
、
出

席
し
て
厳
か
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

町
長
が
献
花
を
行
い
追
悼
の
こ
と
ば
を
読
み

上
げ
、
続
い
て
遺
族
会
会
長
が
追
悼
の
言
葉
を

述
べ
ま
し
た
。
全
員
で
正
午
に
一
分
間
の
黙
祷

を
行
い
、
戦
没

者
の
ご
冥
福
と

日
本
の
恒
久
平

和
を
祈
り
、
式

は
終
わ
り
ま
し

た
。 平

成
二
十
二
年
度　

戦
没
者
追
悼
式
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体
育
行
事
の
ご
案
内

▽
十
月
開
催
予
定

　

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
大
会

　

秋
季
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

　

板
野
郡
マ
ラ
ソ
ン
大
会

▽
十
一
月
開
催
予
定

　

硬
式
テ
ニ
ス
大
会

　

板
野
郡
町
対
抗
駅
伝
大
会

▽
十
二
月
開
催
予
定

　

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
競
技
会

︵
詳
細
に
つ
い
て
は
、
町
教
育
委
員
会

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。︶

　

毎
年
恒
例
の
平
成
二
十
二
年
度

町
内
親
睦
軟
式
野
球
大
会
が
、
八
月

十
四
日︵
土
︶、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ス
ポ
ー

ツ
公
園
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

清
々
し
い
青
空
の
下
、
四
チ
ー
ム

が
参
加
し
、
熱
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、

上
板
野
球
ク
ラ
ブ
が
見
事
優
勝
の

栄
冠
に
輝
き
ま
し
た
。

　

大
会
の
結
果
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

◇
優　

勝　

上
板
野
球
ク
ラ
ブ

◇
準
優
勝　

上
板
中
学
校

　

去
る
七
月
十
八
日︵
日
︶緑
の

丘
ス
ポ
ー
ツ
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
開

催
さ
れ
た
、
板
野
郡
町
対
抗
軟

式
野
球
大
会
に
お
い
て
、
上
板

町
体
育
協
会
チ
ー
ム
が
優
勝
の

栄
冠
に
輝
き
ま
し
た
。

　

北
島
町
と
の
決
勝
戦
は
、
先

取
点
を
奪
い
安
定
し
た
試
合
は

こ
び
で
、
二
年
ぶ
り
に
優
勝
と

な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
も
、
尾
澤
監
督
を
中
心

に
選
手
全
員
が
一
丸
と
な
り
日

頃
の
練
習
の
成
果
を
遺
憾
な
く

発
揮
し
た
結
果
で
あ
り
ま
す
。

　

上
板
町
体
育
協
会
チ
ー
ム
の

栄
冠
を
称
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
二
年
度
町
内
ス
ポ
ー
ツ

少
年
団
少
年
野
球
大
会
が
、
平
成
二

十
二
年
七
月
十
日︵
土
︶に
松
島
小
学

校
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、
町
内
三

チ
ー
ム
に
よ
る
リ
ー
グ
戦
方
式
で
熱

戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

選
手
た
ち
は
、
元
気
あ
ふ
れ
る
プ

レ
ー
で
保
護
者
の
声
援
に
応
え
て
い

ま
し
た
。

　

大
会
の
結
果
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

◇
優　

勝　

松
島
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

◇
準
優
勝　

高
志
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

◇
第
三
位　

大
山
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上
板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板
町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町
体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体
育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育
協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協
会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野
球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球
チチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムム

板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板板
野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野
郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡郡
町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町
対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対
抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗
軟軟軟軟軟軟軟軟軟軟軟軟軟軟軟軟軟軟軟軟軟軟軟軟軟軟軟軟軟軟
式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式
野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野
球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球
大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優優
勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝

町
内
少
年
野
球
大
会

　徳島県条例　第３５号「とくしま教育の日を定める条

例」（平成１６年３月３１日から施行）で定められてい

ます。趣旨には「県民の教育に対する理解を深めると

ともに、学校教育及び社会教育の振興の気運を醸成し、

それらの充実と発展を図るため、とくしま教育の日を

設ける。」と謳われています。

　「とくしま教育の日」は１１月１日。１１月１日〜７日

までは「とくしま教育週間」です。とくしま教育週間

を中心に、県内では様々な事業が展開されます。

　上板町教育委員会では「とくしま教育の日、週間」

に合わせまして　

・オープン教育長室

　（教育に関するご意見を聞かせていただきます）

　日　時　１１月１日（月）　１９：３０〜２１：００

　　　　　１１月７日（日）　９：００〜１２：００

　を、実施予定です。

ご存じですか？『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『ととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくしししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししくしままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままま教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』ま教育の日』

　最近、町内各地の電信柱や公園のトイレ及び橋の欄

干に、心ない「差別落書き」が発生しています。

　「差別落書き」は、悪質な犯罪行為であり、重大な人

権問題です。

　あなたの町で、「差別落書き」を見かけたことはあり

ませんか。地域のみなさんの協力と理解で不当な差別

落書きをなくしましょう。

　もし、「差別落書き」を発見したら

❶すぐに連絡してください。

　連絡先／上板町人権課　　（TEL：６３７−６３０１）

　　　　　上板町教育委員会（TEL：６９４−６８１４）

　または、徳島地方法務局人権擁護課

　　　　　　　　　　　　　（TEL：６２２−４１７１）

❷消去しないでください。

❸見えないように、落書きを紙などで覆ってください。

差別落書き解消に向け皆様のご協力をお願いいたします。

徳島地方法務局人権擁護課・上板町人権課

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差差別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書きききききききききききききききききききききききききききききき差別落書き」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」をををををををををををををををををををををををををををををををななななななななななななななななななななななななななななななくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくなくしししししししししししししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままままままままままままましししししししししししししししししししししししししししししししょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょううううううううううううううううううううううううううううううう！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

豊 か な 人 権 感 覚 を 育 て よう
上板町・上板町教育委員会
上板町人権教育推進協議会

町
内
親
睦
軟
式
野
球
大
会

初　戦　　　　　　　　　　決勝戦

松茂町　０１０００　１　　北島町　０１０００００　１
上板町　４２０２×　８　　上板町　２０１０００×　３
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﹁
ど
れ
、ち
ょ
っ
と
直
そ
う
か
。
﹂

私
の
部
屋
に
か
け
て
あ
る
日
除
け

の
シ
ー
ト
が
外
れ
た
の
で
、
お
じ

い
ち
ゃ
ん
が
直
し
て
く
れ
て
い
ま

す
。
日
除
け
の
シ
ー
ト
は
外
れ
る

こ
と
が
多
く
、
そ
の
た
び
、
手
間

を
か
け
て
く
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

お
母
さ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
い

な
い
時
に
は
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が

朝
ご
は
ん
や
昼
ご
は
ん
な
ど
も

作
っ
て
く
れ
ま
す
。
ベ
ー
コ
ン
を

い
た
め
た
り
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
フ
ラ

イ
パ
ン
に
ご
飯
が
ひ
っ
つ
い
た
焼

き
飯
を
作
っ
て
く
れ
た
り
と
、
簡

単
な
も
の
で
す
が
、
と
て
も
お
い

し
く
て
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
優
し

さ
を
感
じ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
車

の
運
転
が
と
て
も
上
手
で
、
一
般

道
や
高
速
道
路
に
も
詳
し
く
、
旅

行
に
行
く
時
は
運
転
も
し
て
く
れ

ま
す
。
今
は
大
工
の
仕
事
を
少
し

し
て
い
る
の
で
、
本
だ
な
や
く
つ

箱
を
作
っ
て
く
れ
ま
す
。
だ
か
ら

車
の
中
に
は
、
私
が
宿
題
を
す
る

時
に
机
が
わ
り
に
な
る
板
や
、
缶

ジ
ュ
ー
ス
立
て
な
ど
の
便
利
な
も

の
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
快
適
に
過

ご
せ
ま
す
。

　

今
年
の
夏
は
と
て
も
暑
か
っ
た

の
で
、
バ
ト
ン
の
練
習
か
ら
帰
る

と
、
ク
ー
ラ
ー
を
つ
け
、
ア
イ
ス

を
用
意
し
て
待
っ
て
く
れ
て
い
ま

し
た
。
暑
い
体
育
館
で
の
二
時
間

の
練
習
で
疲
れ
て
い
た
私
に
と
っ

て
は
、
い
つ
も
以
上
に
美
味
し
く

感
じ
ら
れ
、
元
気
が
出
て
き
ま
し

た
。

　

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
お
じ
い
ち
ゃ

ん
と
同
じ
で
、
い
つ
も
家
族
の
こ

と
を
想
い
、
と
て
も
美
味
し
い
ご

飯
を
作
っ
て
く
れ
ま
す
。

﹁
明
日
、
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
が
食
べ

た
い
な
。﹂

と
言
う
と
、
ひ
じ
き
や
シ
ー
チ
キ

ン
が
入
っ
た
栄
養
満
点
の
カ
レ
ー

ラ
イ
ス
が
出
て
き
ま
す
。
し
か
も
、

冷
蔵
庫
の
余
り
物
も
使
い
、
一
石

二
鳥
の
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
に
変
身
し

ま
す
。

　

ま
た
、
テ
レ
ビ
の
ラ
ジ
オ
体
操

を
毎
日
続
け
た
り
、
朝
早
く
か
ら

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
に
行
っ
た
り
と
、

健
康
の
こ
と
を
と
て
も
気
づ
か
う

元
気
な
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
で
す
。

　

今
、
私
が
元
気
に
居
ら
れ
る
の

は
、
こ
の
二
人
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん

と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
お
か
げ
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
元
気
で
、
長
生
き
し

て
ね
。

　

あ
り
が
と
う

東
光
小
学
校　
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私
の
家
の
近
所
に
住
ん
で
い
る
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
は
、
す
ご
く
優
し
い
人
で
す
。
ど

う
し
て
か
と
い
う
と
、
宿
題
の
分
か
ら
な

い
と
こ
ろ
を
教
え
て
く
れ
た
り
、
買
い
物

に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
り
、
散
歩
に
連

れ
て
行
っ
て
く
れ
た
り
す
る
か
ら
で
す
。

　

そ
れ
に
、
登
校
中
に
会
う
楽
し
く
て
優

し
い
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
い
ま
す
。
そ
の
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
も
、
会
う
た
び
に
い
ろ
ん
な

事
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。
最
近
で
は
、

﹁
今
日
は
、
ど
ん
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ

る
の
か
な
あ
。﹂

と
思
う
よ
う
に
な
り
、
登
校
時
間
が
楽
し

み
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
私
に
は
同
居
し
て
い
な
い
ひ
い

じ
い
ち
ゃ
ん
と
ひ
い
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
い
ま

す
。
そ
の
じ
い
ち
ゃ
ん
と
ば
あ
ち
ゃ
ん
の

家
は
、
そ
ん
な
に
離
れ
て
い
な
い
の
で
、

ど
ち
ら
か
の
家
に
出
か
け
た
と
き
は
、
必

ず
も
う
一
方
の
家
に
も
寄
っ
て
、
元
気
な

顔
を
見
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
二
人
と

も
話
し
好
き
で
、
昔
の
話
と
か
を
よ
く
聞

か
せ
て
く
れ
ま
す
。
私
の
全
く
知
ら
な
い

頃
の
話
で
す
が
、
ど
ん
な
に
長
い
話
で
も
、

飽
き
な
い
で
最
後
ま
で
楽
し
く
聞
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
最
近
新
聞
な
ど
で
、
高
齢

者
の
方
々
の
こ
と
が
話
題
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
ど
う
し
て
、
み
ん
な
お
年
寄
り
の

人
た
ち
を
大
切
に
し
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

邪
魔
者
扱
い
す
る
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か
で

す
。
わ
た
し
は
、
感
謝
し
た
い
気
持
ち
で

い
っ
ぱ
い
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
今
、
私
が

こ
の
世
の
中
に
生
き
て
い
る
の
は
、
ひ
い

お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
ひ
い
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、

お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
お
父

さ
ん
や
お
母
さ
ん
と
い
う
大
切
な
家
族
が

い
て
く
れ
る
お
か
げ
な
の
で
す
。
命
が
受

け
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

そ
れ
に
、
今
の
日
本
が
あ
る
の
も
、
全
て

の
お
年
寄
り
の
方
々
の
努
力
の
お
か
げ
だ

と
い
う
こ
と
を
、
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。
様
々
な
文
化
を
生
み

出
し
、
今
の
時
代
に
残
し
て
く
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
ら
は
全
て
、
私
た
ち
の
た
め
な

の
で
す
。

　

﹁
生
活
や
文
化
﹂﹁
命
の
継
承
﹂﹁
家
族
愛
﹂

ど
れ
も
関
わ
り
の
無
い
も
の
は
あ
り
ま
せ

ん
。
わ
た
し
は
、
す
べ
て
の
お
年
寄
り
の

人
た
ち
に
、
い
つ
ま
で
も
元
気
で
、
明
る

く
楽
し
い
人
生
を
送
り
続
け
て
も
ら
い
た

い
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
私
た
ち

の
生
活
を
見
続
け
、
い
ろ
い
ろ
な
知
恵
を

か
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

大
好
き
だ
よ

　
　

お
じ
い
ち
ゃ
ん

　
　
　
　
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

神
宅
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ぼ
く
の
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
あ
い
さ
つ
を
大

き
な
声
で
し
て
く
れ
る
の
で
気
持
ち
が
い
い

で
す
。
そ
し
て
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
す
ご
く

ぼ
く
た
ち
の
こ
と
を
心
配
し
て
く
れ
る
優
し

い
ば
あ
ち
ゃ
ん
で
す
。
で
も
、
心
配
し
す
ぎ

て
つ
い
つ
い
同
じ
こ
と
を
何
回
も
言
う
と
き

が
あ
り
ま
す
。
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
い
ち
ば
ん
心

配
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
は
交
通
安

全
と
水
分
補
給
で
す
。
ぼ
く
は
そ
の
こ
と
を

気
を
つ
け
て
い
る
の
で
、
事
故
に
も
あ
わ
な

い
し
、
熱
中
症
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
妹
は
何

回
も
同
じ
こ
と
を
言
わ
れ
る
の
で
た
ま
に

怒
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
ぼ
く
は
ば
あ
ち
ゃ

ん
が
言
う
こ
と
を
気
を
つ
け
て
い
な
い
と
命

を
落
と
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
ば
あ
ち
ゃ
ん

の
言
う
こ
と
は
ほ
ん
と
や
な
あ
と
思
う
か
ら

気
を
つ
け
て
い
ま
す
。

　

ぼ
く
の
じ
い
ち
ゃ
ん
は
、
若
い
時
、
仕
事

中
に
上
か
ら
鉄
板
が
落
ち
て
き
て
、
左
手
を

失
い
ま
し
た
。
で
も
そ
ん
な
こ
と
気
に
し
て

い
な
い
か
の
よ
う
に
元
気
で
す
。
毎
年
野
菜

を
作
っ
て
近
所
の
人
に
あ
げ
た
り
、
ぼ
く
た

ち
に
く
れ
た
り
し
ま
す
。

　

じ
い
ち
ゃ
ん
は
、
ぼ
く
が
バ
ッ
ト
を
振
っ

て
い
る
と

﹁
い
い
ス
イ
ン
グ
。﹂

と
言
っ
て
、
ア
ド
バ
イ
ス
も
し
て
く
れ
ま
す
。

　

同
じ
敷
地
内
に
住
ん
で
い
る
の
で
、
じ
い

ち
ゃ
ん
や
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
と
こ
ろ
へ
よ
く
泊

ま
り
に
行
き
ま
す
。

　

田
植
え
を
す
る
と
き
、
じ
い
ち
ゃ
ん
が
田

植
機
に
乗
せ
て
く
れ
る
と
き
も
あ
り
ま
す
。

す
ご
く
楽
し
い
で
す
。
じ
い
ち
ゃ
ん
と
ば
あ

ち
ゃ
ん
は
、
ぼ
く
の
野
球
も
見
に
来
て
く
れ

ま
す
。
ぼ
く
が
い
い
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
す
る

と﹁
ナ
イ
ス
！
﹂

と
言
っ
て
く
れ
た
り
、
試
合
に
勝
つ
と

﹁
よ
く
や
っ
た
！
﹂

と
言
っ
て
く
れ
た
り
し
ま
す
。
ぼ
く
は
そ
の

言
葉
が
う
れ
し
く
て
た
ま
り
ま
せ
ん
。
ぼ
く

は
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
の
プ
レ
ー
を
し
て
、

そ
の
プ
レ
ー
を
じ
い
ち
ゃ
ん
と
ば
あ
ち
ゃ
ん

に
見
せ
て
、
二
人
を
元
気
に
さ
せ
た
い
で
す
。

　

ぼ
く
は
こ
ん
な
に
心
配
し
て
く
れ
た
り
、

応
え
ん
し
て
く
れ
た
り
す
る
じ
い
ち
ゃ
ん
と

ば
あ
ち
ゃ
ん
が
大
好
き
で
す
。
そ
し
て
、
じ

い
ち
ゃ
ん
と
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
い
る
と
幸
せ
で

す
。
い
つ
ま
で
も
こ
ん
な
幸
せ
が
続
く
よ
う

に
し
た
い
で
す
。
じ
い
ち
ゃ
ん
と
ば
あ
ち
ゃ

ん
に
は
い
つ
ま
で
も
元
気
で
い
て
ほ
し
い
で

す
。
二
人
が
元
気
な
ら
、
ぼ
く
も
元
気
で
い

ら
れ
る
か
ら
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
じ
い
ち
ゃ
ん
や
ば
あ
ち
ゃ
ん

の
言
う
こ
と
を
聞
い
て
大
切
に
し
ま
す
。

　

じ
い
ち
ゃ
ん
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
こ
れ
か
ら

も
元
気
で
い
て
下
さ
い
。

　

お
じ
い
ち
ゃ
ん
と

　
　
　

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
へ

　

ぼ
く
の
ひ
い
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
何
年
か

前
に
入
院
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
の
夜

中
、
急
に
起
こ
さ
れ
て
何
が
お
こ
っ
た
の

だ
ろ
う
と
、
ど
き
ど
き
し
ま
し
た
。
話
を

聞
く
と
ひ
い
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
死
に
そ
う
と

言
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
時
ぼ

く
は
、
少
し
で
も
早
く
病
院
へ
行
き
た
い

と
思
い
、
ひ
い
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
心
配
で
た

ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
病
院
に
着
い
た
時
、

病
室
に
は
入
れ
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
時
、
じ
い
ち
ゃ
ん
が
、

﹁
も
う
心
臓
が
動
っ
き
ょ
う
だ
け
じ
ゃ
。﹂

と
言
っ
て
い
た
の
で
、
も
う
ぼ
く
の
こ
と

も
わ
す
れ
て
し
ま
っ
た
ん
か
な
ぁ
と
思
っ

て
悲
し
く
な
り
ま
し
た
。

　

数
日
後
、
病
院
に
行
き
ま
し
た
。
ひ
い

ば
あ
ち
ゃ
ん
は
思
っ
て
い
た
よ
り
元
気
そ

う
で
し
た
。

﹁
ひ
い
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
名
前
と
ぼ
く
ら
の

名
前
を
お
ぼ
え
て
る
？
﹂

っ
て
言
っ
て
み
ま
し
た
。
前
に
行
っ
た
時

と
は
、
全
く
ち
が
っ
て
、
話
す
こ
と
も
出

来
て
、
ぼ
く
は
、
と
っ
て
も
お
ど
ろ
き
ま

し
た
。
ひ
い
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
自
分
の
こ

と
も
み
ん
な
が
わ
す
れ
て
い
る
と
思
っ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。
な
の
に
み
ん
な
が
、

ひ
い
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
事
を
覚
え
て
い
た
の

で
、
な
み
だ
を
う
か
べ
て
に
っ
こ
り
し
、

と
っ
て
も
う
れ
し
そ
う
で
し
た
。
逆
に
ひ

い
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
み
ん
な
の
事
を
覚
え
て

い
た
の
で
み
ん
な
も
、
と
っ
て
も
う
れ
し

そ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。
ぼ
く
も
と
っ
て

も
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

　

し
か
し
、
数
か
月
後
、
ひ
い
ば
あ
ち
ゃ

ん
は
、
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ

の
時
の
ぼ
く
の
気
持
ち
は
、
ひ
い
ば
あ

ち
ゃ
ん
が
か
わ
い
そ
う
、
悲
し
い
、
つ
ら

い
、
さ
み
し
い
、
ま
た
家
に
帰
っ
て
来
て

ほ
し
い
と
、
い
う
も
の
で
し
た
。
そ
し
て
、

も
う
帰
っ
て
来
れ
な
い
こ
と
を
残
念
に
思

い
ま
し
た
。
で
も
、
ひ
い
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、

長
い
間
生
き
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
幸
せ

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

ぼ
く
が
小
さ
い
と
き
に
家
に
行
く
と
、

ひ
い
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
い
つ
も
い
っ
し
ょ

に
遊
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
今
で

も
記
憶
に
残
っ
て
い
ま
す
。
ふ
と
ん
で
あ

そ
ん
だ
こ
と
も
、
テ
レ
ビ
も
い
っ
し
ょ
に

見
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ぼ
く
が
広
告
で

剣
を
作
っ
た
り
し
た
と
き
は
、
よ
く
手

伝
っ
て
く
れ
た
り
も
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

ぼ
く
と
ひ
い
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
の
大
切
な
思

い
出
で
す
。

　

ぼ
く
は
、
こ
の
時
の
こ
と
を
忘
れ
な
い

よ
う
に
し
た
い
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
か

ら
先
い
ろ
い
ろ
な
お
年
寄
り
と
出
会
っ
た

時
に
は
、
や
さ
し
く
大
事
に
し
て
尊
敬
の

気
持
ち
を
持
っ
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
し
た

い
で
す
。
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●　国勢調査は、平成22年10月１日現在、日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象です。

●　平成22年国勢調査は、我が国が本格的な人口減少社会となって実施する最初の国勢調査で、日本

の未来を考えるために欠くことのできない最新の人口・世帯の実態を明らかにする重要な調査です。

●　調査結果は、さまざまな法令で使われるほか、社会福祉、雇用対策、生活環境の整備など、私たち

の暮らしのために役立てられます。

●　記入いただいた調査票は、封筒に入れて封をして調査員に渡していただくか、上板町国勢調査実施

本部（役場総務課内）に郵送で提出していただきます。

●　調査員をはじめとする国勢調査に従事する者には、

統計法によって、個人情報を保護するための厳格

な守秘義務が課せられています。

●　国勢調査は、統計法によって、調査票に記入して

提出することの報告義務が定められています。

あなたの調査票から日本の未来が見えてきます

調査票の記入はお済みでしょうか？
10月７日（木）までに提出してください！

※万一、調査票が届いていない場合は、

　役場総務課（TEL694−6801）にご連絡ください。

国勢調査については、平成22年国勢調査広報サイト

「国勢調査ｅ−ガイド」をご覧ください。

総務省・都道府県・市区町村

http: / /www.stat .go. jp/data/kokusei /2010/kouhou/ index.htm

国勢調査 e-ガイド 検索

封筒に入れる前に、

調査票の記入誤り

がないか、確認を

お願いします。

　１０月１８日（月）から２４日（日）までは、秋の行政

相談週間です。

　行政相談週間は、総務省が行政相談制度を広く国

民の皆様にお知らせし利用してもらうために、全国

一斉に実施しているものです。

　上板町では、この行政相談週間中に徳島行政評価

事務所の支援のもと、次のとおり行政相談所を開設

します。

　役所の仕事について、苦情がある、困っている、

こうして欲しい、制度や仕組みが分からないなど、

お気軽にご相談ください。

　相談は無料で、秘密は固く守られます。

　◇日　時／１０月２０日（水）

　　　　　　午後１時３０分〜午後４時

　◇場　所／上板町老人福祉センター

　◇担当行政相談委員／板東　憲生さん

　　　　　　　　　　　竹内　　功さん

　平成２２年秋に毎年全国的に実施される行政書士制度広報イベン

トの一環として、徳島県行政書士会徳島北部支部による「行政書士

無料相談会」が下記の要領で実施されますので、お知らせします。

記

１．日　時　平成２２年１１月２２日（月）　午後２時〜午後５時

２．場　所　上板町中央公民館・大会議室（役場２階）

３．相談事項　

　①環境ビジネスの立ち上げ等、各種起業・創業支援。

　②外国人の雇用、就労に関する入管法関係。

　③農地の譲渡、若しくは転用等、農地に関すること。

　④遺産分割協議書作成等、各種協議書、示談書等の作成。

　⑤内容証明、各種契約書、各種法人の設立サポート。

　⑥任意後見契約に関することなど、高齢者、障がい者支援。

　⑦交通事故自賠責保険金請求等、交通運輸関係。

４．相談受理者　徳島県行政書士会徳島北部支部会員

５．備　考　予約制ですので、事前に下記までご連絡ください。

　　連絡先　多田：０９０−７６２１−８８１３　森江：０９０−９６９４−３０３１

　　　　　　吉田：０９０−７９７１−７５９１

行政書士　無料相談会の実施についてお知らせ あなたの声をお聴きします

−秋の行政相談週間−



第１６７号（11）　平成２２年１０月１日

地上デジタル放送への準備をお急ぎください

　平成23年７月24日にアナログ放送は終了し、地上デジタル放送に完全移行します。

　ＶＨＦアンテナでご覧の方は、地デジ対応アンテナへの交換等デジタル化への対応が必要となります。

　また、ケーブルテレビでご覧の方でも、アナログ契約の場合はデジタル契約に変更する必要があります。

　引き続きアナログテレビでご覧になる場合は、地デジチューナーの準備が必要となります。

　そこで、総務省徳島県テレビ受信者センター（デジサポ徳島）が上板町で地デジに関する説明会及び

相談会を下記のとおり開催いたします。

　地デジの準備がお済みでない方、地デジについてもっとお知りになりたい方は、この機会に是非ご相

談にお越しください。

◆　説明会について
　１．開　催　日　　　　10月18日（月）から10月22日（金）まで

　２．開催時間　　　　午前10時から午前10時30分まで

　３．開催場所　　　　上板町中央公民館・第１会議室（役場２階）

◆　相談会について 
　１．開　催　日　　　　10月18日（月）から10月22日（金）まで 

　２．開催時間　　　　午前11時から午後４時まで

　３．開催場所　　　　上板町役場１階ロビー 

《お問い合わせ先》

・総務省徳島県テレビ受信者支援センター（デジサポ徳島）　TEL 088−603−0200

・総務省地デジチューナー支援実施センター　TEL 0570−033840

　アナログ放送は、平成23年７月１日からの放送終了のお知らせ画面等の表示を経て、７月24日正午

にすべての放送が終了（完全停波）します。したがって、それまでの間に地上デジタル放送を視聴す

るための準備をしないとテレビを見ることができなくなります。

　地上デジタル放送を視聴するには、地上デジタル放送対応の受信機とＵＨ

Ｆアンテナが必要です。受信機は、新たにデジタルテレビを購入するほか、

アナログテレビに地上デジタルテレビ用チューナーを取付ける方法もあります。

　なお、区域外(県外)放送が個別受信アンテナで見られなくなったご家庭では、

区域外波の安定受信のためにはケーブルテレビ等への加入検討も必要です。

　共同アンテナ施設でテレビをご覧の方は、デジタル化のための施設改修が必要です。施設改修の工

事には一定の時間を要し、アナログ放送終了が近づくに従い工事が集中するため、手遅れにならない

よう早めの対応が重要です。

　これらの地デジの準備にあたり、「何をすればよいかよく分からない。」という方や「テレビを買っ

たのにデジタル放送を受信できない。」という方には、デジサポ（総務省テレビ受信者支援センター）

がお手伝いします。まずはデジサポにお電話ください。

　また、政府はエコポイントによるデジタルテレビの購入支援を行っています。購入期限は本年12月

末なのでお早めにご利用ください。このエコポイントはアンテナ工事にも利用できます。

　経済的な理由等で地上デジタル放送に対応できない世帯（非課税の障がい者世帯など）に対しては、

簡易チューナーの無償給付などの支援を行っています。詳しくは総務省地デジチューナー支援実施セ

ンターまでお問い合わせください。

　一方、ＢＳアナログ放送も平成23年７月24日までに終了しますので、ＢＳデジタル放送へ移行をお

願いします。
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第１６７号 平成２２年１０月１日　（12）

公的年金からの個人住民税の特別徴収制度【天引き】

40歳から74歳までの国保加入者にお知らせ
内臓脂肪の蓄積による生活習慣病を未然に防ぐための健康診

査を実施しています。

★対象者の方には、７月に特定健康診査受診券（うぐいす

色の用紙）をお送りしております。

★健診項目から血管を傷める（動脈硬化を進行させてしまう）

危険因子がないかどうかがわかります。血管の傷みは自

覚症状ではわからないので、健診データを確認すること

がとても重要になってきます。

★受診券をなくされた方は、再発行いたしますので

税務課までご連絡ください。

お問い合わせ先　上板町税務課　TEL 694−6807
■ お問い合わせは ■

上板町役場　税務課　TEL 694−6807

税関では、お預かりしている次の通貨・証券などをお返ししています。

◎終戦後、外地から引き揚げてこられた方で、上陸港の税関・海運局

　に預けられた通貨・証券など

◎外地の集結地において、領事館などに預けられた証券などのうち、

　日本に送還されたもの

上板町国民健康保険主催

第19回歩け歩け大会開催の
お 知 ら せ

第19回歩け歩け大会開催の
お 知 ら せ

　上板町では、国民健康保険事業安定化計画に

基づく保健事業の一環として、楽しく歩きなが

ら上板を知っていただき、町民の健康の保持増

進と本事業の円滑な運営を図るために毎年実施

しています。

　上板町の史跡や文化財、上板町の施設に立ち

寄り上板らしさあふれるコースになっています

ので、新しい発見があるかもしれません。日ご

ろ歩く機会が少ない方でも無理なく参加してい

ただけます。ご家族やお友達と一緒に『上板の

秋』を感じてみませんか。

１．日　　時

　　平成22年11月14日（日）

２．集合場所

　　上板町泉谷　技の館駐車場

３．コ ー ス

　　技の館→和泉寺→台山公園→技の館（約６㎞）

４．申し込み締め切り

　　平成22年11月10日（水曜日）

徳島県小松島市小松島町字外開1−11

小松島みなと合同庁舎内

小松島税関支署（TEL 0885−32−0326）

　返還の申し出は、ご本人ばかりでな

く、ご家族の方でも結構です。

　お心当たりの方は、最寄りの税関へ

お問い合わせください。

−通貨・証券などをお返ししております−

終戦当時の引揚者の方々へ終戦当時の引揚者の方々へ

　対象者（次のすべての要件に該当する方） 

�公的年金に係る住民税の納税義務者で、４月１日

現在において老齢基礎年金等の支払いを受けてい

る６５歳以上の方

�介護保険料が年金から引き落とされている方

�老齢基礎年金等の１つの年金額が１８万円以上の方

�年金に係る住民税額が年額を超えない方

　対象となる年金 

�老齢基礎年金、旧制度の国民年金、厚生年金等

�複数の年金を受給している場合は、法に基づき１

つの年金から引落しとなります。

　特別徴収の中止 

　次のような場合には特別徴収が中止となり、普通徴収

により納めることになります。

�年度途中で公的年金に係る年税額に変更があった方

�介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった方

�転出された方

�何らかの理由により年金支給が差し止められた方

�亡くなられた場合や裁定取消により受給権を喪失され

た方

�特別徴収の対象となった年金から、所得税・介護保険

料・国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料を控除

した後の金額が、住民税の特別徴収額に満たない方

　今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想されます。そ

こで高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化をは

かる観点から、個人住民税の公的年金の特別徴収制度（公的年金からの天引き）を導入するものです。

制度導入

の経緯



第１６７号（13）　平成２２年１０月１日

　老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得とし

て所得税の課税対象とされています。（障害年金・遺

族年金は課税されません。）

　課税対象となる受給者の方には、毎年１１月上旬ま

でに日本年金機構から扶養親族等申告書が送付され

ますので、１２月３日の提出期限までに必ず提出して

ください。

　この申告により、翌年中に受けられる年金にかか

る所得税の源泉徴収税額が決まります。もし提出を

忘れると各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収

税額が多くなる場合がありますのでご注意ください。

　なお、年金以外に収入がある方は確定申告が必要

です。

　国民年金に任意加入していなかったため、障害基礎年金等を受

給していない障害者の方について、福祉的措置として「特別障害

給付金制度」が、平成１７年４月に創設されました。

　対象となる方

　①　平成３年３月以前に国民年金任意加入対象であった学生。

　②　昭和６１年３月以前に国民年金任意加入対象であった厚生

年金保険、共済組合などの加入者の配偶者。

　①か②のいずれかの方で、当時、任意加入していなかった期間

内に初診日があり、現在、障害基礎年金の１級、２級相当の障害

の状態にある方が対象となります。【（注）参照】

　支給額は、１級に該当される方は月額５０,０００円、２級に該当さ

れる方は月額４０,０００円です（平成２２年度）。ただし、所得額に

よる支給制限や、老齢年金など公的年金受給による支給調整があ

ります。

　この給付金は、請求書を受付した月の翌月分から支給が開始さ

れますので、請求はお早めにお願いします。

（注）原則として６５歳に達する日の前日までに請求していただく

必要があります。

平成２２年分「扶養親族等申告書」が送付される方

年金額が１０８万円以上６５歳未満
年　齢

年金額が１５８万円以上６５歳以上

　近年、中高齢者等の離婚件数が増加している中、離婚後の夫婦双方の年金受給額には大きな開きがあるという問題が指

摘されていました。

　このような事情を考慮して、平成１６年の年金制度改正により、離婚等をした時に厚生年金の保険料納付記録（注）を当事

者間で分割することができる制度が導入されました。（離婚時の厚生年金分割制度）　

　この厚生年金分割制度は、平成１９年４月１日から実施された合意分割制度と、平成２０年４月１日から実施された３号

分割制度があります。　

　（注）　厚生年金の保険料納付記録は、老齢厚生年金等を受けるときに、その年金額の計算の基準になります。

【 合 意 分 割 制 度 】

　合意分割制度は、次の条件に該当した場合に、当事者

からの請求により厚生年金の保険料納付記録を当事者間

で分割することができる制度です。

★平成１９年４月１日以後に離婚した方や事実婚関係を

解消した方など

★当事者間の話合いや裁判手続きにより年金分割の割合

（上限５０％）を定めたこと

★請求期限（原則として離婚等の翌日から２年）を経過

していないこと

＊この制度により分割される保険料納付記録は、「婚姻期

間中の当事者の厚生年金の保険料納付記録」に限られ

ます。

【 ３ 号 分 割 制 度 】

　３号分割制度は、次の条件に該当した場合に、国民年

金の第３号被保険者であった方からの請求により、平成

２０年４月１日以後の相手方の厚生年金の保険料納付記

録を２分の１ずつ、当事者間で分割することができる制

度です。

★平成２０年４月１日以後に離婚した方や事実婚関係を

解消した方など

★平成２０年４月１日以後に国民年金の第３号被保険者

であった期間があること

＊この制度により分割される保険料納付記録は、平成２０

年４月１日以後の「第３号被保険者期間中の相手方の

厚生年金の保険料納付記録」に限られます。

　保険料納付記録を当事者間で分割した後は、分割後の保険料記録に基づき、それぞ

れ老齢厚生年金や障害厚生年金等の年金額が計算されます。

　ただし、分割を受けた方が分割後の記録に基づく年金を受けるには、ご自身の保険

料納付記録等によって受給資格期間を満たしていることが必要です。

　詳しくは、お近くの年金事務所や年金相談センター（来訪相談専用）または『ねん

きんダイヤル TEL ０５７０−０５−１１６５』へお問い合わせください。

年金受給者のみなさまへ

『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』はははははははははははははははははははは『扶養親族等申告書』は

期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限ままままままままままままままままままままでででででででででででででででででででで期限までににににににににににににににににににににに提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出ししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままししししししししししししししししししししょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょうううううううううううううううううううう！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！提出しましょう！

特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金のののののののののののののののののののの請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求ははははははははははははははははははははおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみでででででででででででででででででででですすすすすすすすすすすすすすすすすすすすかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？特別障害給付金の請求はお済みですか？

離離離離離離離離離離離離離離離離離離離離 婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚婚 時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時 のののののののののののののののののののの 厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金 分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分 割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割 制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制 度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度 にににににににににににににににににににに つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつ いいいいいいいいいいいいいいいいいいいい てててててててててててててててててててて離 婚 時 の 厚 生 年 金 分 割 制 度 に つ い て
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　｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣により、廃棄物の

野外焼却（野焼き）は一部の例外を除き禁止されています。

　基準不適合焼却炉(ドラム缶・ブロック囲い積など）で

の焼却もできません。

　違反した場合は、５年以下の懲役若しくは1,000万円以

下の罰金又はその併科に処せられる場合があります。

お問い合わせ先

上板町環境保全課　TEL 088−694−6813

秋の狂犬病予防注射について秋の狂犬病予防注射について秋の狂犬病予防注射について ○空き地の雑草管理

　所有者又は管理者は、空き地の雑草等が繁茂しないように適正

に管理しなければなりません。空き地の雑草管理が適正に行われ

ていないと、害虫の発生や花粉の飛散、交通の見通しが悪くなり、

また不法投棄や放火のおそれなど、生活環境の悪化を招きます。

責任を持って管理しましょう。

○空き地の雑草が気になるときは

　上板町では、雑草等の繁茂により近隣住民の生活環境に影響を

及ぼすおそれがある空き地等があった場合、土地所有者（または管

理者）に対し適正な管理をしていただくよう指導を行っています。

○お問い合わせ先（それぞれの担当部署へ問い合わせてください。）

　　☆田や畑など農地の雑草等でお困りの場合　

　　　　　農業委員会　　TEL 088−694−6805

　　☆道路上の雑草・通行に支障となる樹木等でお困りの場合

　　　　　建　設　課　　TEL 088−694−6812

　　☆上記以外の雑草等でお困りの場合

　　　　　環境保全課　　TEL 088−694−6813

●とくしま自殺予防センター（精神保健福祉センター）

　　　　　　　　　　　　　TEL 088−602−8911

●徳島保健所　　　　　　　TEL 088−602−8905

●徳島いのちの電話　　　　TEL 088−623−0444

平成22年度

　飼い犬は生涯に１回の登録と毎年１回の狂犬病

予防注射を受けることが義務づけられています。

　本年度も４月に集合注射を実施しましたが、ま

だ注射を受けていない飼い犬は10月22日（金）に

実施しますので受けてください。新しく犬を飼い

始めた方は、当日も登録が出来ますが、前もって

登録を済ませると当日速やかに注射を受けられま

す。この日も都合の悪い方は、動物病院で受けて

ください。

　登録犬が死亡した場合や飼

い主が変わった場合は、役場

へ届けてください。

　詳しくは、上板町役場環境

保全課までお問い合わせくだ

さい。 

環境保全課　TEL 694−6813

家族や仲間の変化に気づいて、声をかける
○発言や行動の変化や体調の変化など、家族や仲間の

変化に敏感になり、心の悩みや様々な悩みを抱えて

いる人が発する周りへのサインになる早く気づきま

しょう。

○変化に気づいたら、「眠れてますか？」など、自分

に出来る声かけをしていきましょう。

気　づ　き

ひとりで悩まずに、相談してください

●夜間無料電話法律相談（徳島弁護士会）

　　TEL 088−652−5908　相談時間

　　TEL 088−652−3017　毎週水曜日　19：00〜20：30

●上板町役場福祉保健課　　TEL 088−694−6810

温かく寄り添いながら、じっくりと見守る
○身体や心の健康状態について自然な雰囲気で声をか

けて、あせらずに優しく寄り添いながら見守りまし

ょう。

○必要に応じ、キーパーソンと連携をとり、専門家に

情報を提供しましょう。

見　守　り

○悩みを話してくれたら、時間をかけて、できる限り

傾聴しましょう。

○話題をそらせたり、訴えや気持ちを否定したり、表

面的な励ましをしたりすることは逆効果です。本人

の気持ちを尊重し、共感した上で、相手を大切に思

う自分に気持ちを伝えましょう。

傾　聴

早めに専門家に相談するよう促す
○心の病気や社会・経済的な問題等を抱えているよう

であれば、公的相談機関、医療機関等の専門家への

相談につなげましょう。

○相談を受けた側も、一人では抱え込まず、プライバ

シーに配慮した上で、本人の置かれている状況や気

持ちを理解してくれる家族、友人、上司といったキ

ーパーソンの協力を求め、連携をとりましょう。

つ　な　ぎ

空き地の適正管理について

●インターネットメール相談　http://www.afls.jp（ホームページから相談フォームに入力）（NPO法人　ApproachForLifeSaver）

空き地の適正管理について
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介 護 保 険 か ら の お 知 ら せ

身体的虐待
児童の身体に外傷が

生じ、又は生じるお

それがある暴行を加

えること。

性的虐待
児童にわいせつな行

為をすること、また

は児童にわいせつな

行為をさせること。

児童に著しい心理

的外傷を与えるこ

と。

ネグレクト
児童の心身の正常な発達を妨げ

るような著しい減食、長時間の

放置など、その他保護者として

の監護を著しく怠ること。

※いずれか１つではなく、４つのタイプの虐待が組み合

　わさりおこることが多い

　虐待を疑った時、虐待を発見した時は、その状況、

子ども・家庭との日常の関わりの中で気づいたことな

どを、こども女性相談センターや役場福祉保健課窓口

に相談（通告）してください。

●上板町役場福祉保健課　TEL 088−694−6810
●こども女性相談センター（旧中央児童相談所）
　　　　　　　　　　　　TEL 088−622−2205

心理的虐待

０５７０−０６４−０００

児童相談所全国共通ダイヤル
（お住まいの地域の児童相談所等に電話をつないでくれます。）

子どもたちの人権
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　近年、バスなどの公共交通機関を利用する方が減少しており、公共

交通サービスの低下につながっています。

　公共交通機関は、自動車を利用できない方の交通手段の確保、交通

渋滞の緩和やCO2（二酸化炭素）の削減による地球温暖化防止への貢

献などのため、今後とも維持していく必要があります。

　公共交通機関の存続には、わたしたち一人ひとりが、公共交通機関

を積極的に利用し、さらに利用率を向上させることが何よりも大切で

すので、みなさんのご協力をお願いします。

　なお、役場の自転車置き場をバス利用者の駐輪場として開放

していますのでご利用ください。

上板町役場総務課

TEL 694−6801

● 保険料について 

　介護保険は保険サービス費から自己負担分（１割）をの

ぞき、残り９割を保険給付でまかないますが、保険給付分

の半分を公費（国県町の負担）で、残り半分を４０歳以上

の保険料で負担します。

　４０歳以上６４歳までの人と６５歳以上の人の保険料の計算

方法は別になります。

　４０歳から６４歳の人は加入している医療保険の保険料と

一括して加入保険者へ納めます。

　６５歳の誕生月分からは個人ごとに町へ保険料を納めます。

　最初の半年ぐらいは、納付でお支払いしていただくよう

になります。その後、年金から引ける人は、年金からの納

付がはじまります。（特別徴収）

　納付書が届いたら、お近くの金融機関で納付してください。 

　※介護が必要となったとき、誰もが安心してサービスを

利用できる様に保険料は忘れずに納めましょう。

　介護保険は、「介護の問題」や「老後の不安」を解消する

ために、社会全体で支え合う制度です。４０歳以上の人が被

保険者となって保険料を納め、介護が必要となったときに

介護保険のサービスを利用できます。

いつまでも、自分らしい毎日を過ごすためにサービスを上

手に利用してください。

普通徴収（納付書払い）の納期限

第５期第４期第３期第２期第１期納　期

２月２８日１月４日１１月１日８月３１日６月３０日
平成２２年度
納 期 限

お問い合わせ先：役場福祉保健課（TEL ６９４−６８１０）

地域包括支援センター　TEL ０８８−６９４−５５９７　　上板町老人福祉センター　TEL ０８８−６９４−６１５５

● 相 談 窓 口 

　地域で暮らす高齢者のみなさんを介護、福祉、健康等総

合的に支えていくための拠点として上板町地域包括支援セ

ンターがあります。介護予防サービス利用や介護保険利用

の仕方など、今すぐに介護保険を使う必要がない場合でも、

日常生活に関する相談など気軽に相談してください。
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男性のための料理教室受講生募集！

☆刑務所内見学

　「受刑者はどんなところで作業をしているの

か？」今回の矯正展では、係員の案内で「塀の

内側」をご覧いただくことができます。

☆刑務作業「藍染め」体験コーナー

　「藍染め」を体験していただけるコーナーを設

けます。

☆刑務所作業製品の展示・販売

　全国の刑務所で受刑者が製作した製品を一堂

に展示・販売いたします。

日時◆平成２２年１０月２３日（土）

　　　午前９時〜午後３時３０分

場所◆徳島刑務所（駐車場約３００台）

お問い合わせ◆℡０８８−６４４−０１１４

　　　　　　　（徳島刑務所　作業）

　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づ

き建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む

中小企業の振興を目的として設立された退職金

制度です。

加入できる事業主◆建設業を営む方

対象となる労働者◆建設業の現場で働く人

掛金◆日額３１０円

ホームページ「建退共」に、制度説明用動画、

Q＆Aなど建退共制度の知りたい情報が記載さ

れています。ぜひ、ご覧ください�

お問い合わせ◆もよりの建退共支部へ

　　　　　　　℡０８８−６２２−３１１３
第２９回徳島矯正展

お 知 ら せ

　あなたの技術・経験を生かしてみませんか？

開発途上国で、現地の人々と協働しながら、人

づくり、国づくりに協力します。派遣期間は原

則２年間で、在職中の方が参加される場合は、

勤務先に人件費などを補てんする制度もありま

す。

募集期間◆１０月１日（金）〜１１月８日（月）消印

有効

対象◆青年海外協力隊　満２０〜３９歳

（平成２３年４月１日時点で満２０歳の方から、

　平成２２年１１月８日時点で満３９歳までの方）

※日本国籍を持つ方

シニア海外ボランティア　満４０〜６９歳

（平成２２年１１月８日時点）※日本国籍を持つ方

体験談＆説明会◆（予約不要）

お問い合わせ◆ JICA（ジャイカ）四国

　　　　　　　℡０８７−８３３−０９０１

ＨＰ◆ http://www.jica.go.jp

知っていますか？建退共制度

募　 　 集

海外ボランティア参加者募集！

防衛省学生受付案内

お問い合わせ◆鳴門地域事務所まで

　　　　　　　（℡６８５−５３０６）

訓練科◆ＩＴ技能科４

訓練期間◆１２月２０日から３月１８日（３ヶ月）

訓練実施場所◆四国進学会　藍住校（板野郡藍

住町）

受講料◆無料（教材費等別）

対象◆離転職者で、公共職業安定所から受講指

示又は受講推薦を受けた人（学歴・年齢・性別

等は問いません。）

申し込み◆１０月２５日から１１月２２日までに居

住地を所轄する公共職業安定所へ

お問い合わせ◆公共職業安定所又は県立鳴門テ

クノスクール（TEL ０８８−６８６−４７５２）へ

鳴門テクノスクール１２月入校の
訓練生を募集します

場所日時対象

徳島県立２１世紀館
（徳島県文化の森内）

１０月３日（日）
１３時３０分〜
１６時３０分青年海外協力隊

シニア海外
ボランティア ふれあい健康館

（徳島市生涯福祉
センター）

１０月２１日（木）
１８時３０分〜
２０時３０分

受付期間資　　格募集種目

２２年１１月１日〜
２３年１月７日

中卒（見込含）
１７歳未満の男子

高等工科
学校生

そ　の　他試験期日

１　試験案内
　　試験会場：松茂町の自衛隊
　　　　　　　基地
　　試験費用：無料
２　学校について
　⑴　他の高校と併願ＯＫです。
　⑵　入学〜卒業まで学費・寮費

不要。
　⑶　学生手当等が支給されます。
　⑷　卒業後は様々な進路があり

ます。

１次：
２３年１月２２日

＊年齢は２３年４月１日現在刑務所作業製品を皆様にご覧いただき、また、
ご購入いただくことにより、継続的な作業量
を確保することができます。受刑者の社会復
帰に対する皆様のご理解とご協力をお願いい
たします。

　料理をしたことのない男性・大歓迎！　

ヘルスメイトの人たちと一緒に勉強しませ

んか？　男性も自分の健康に気を配り、元

気に暮らしていくことができるように！

　自立支援と生活習慣病予防のため一緒に

学びましょう。

�と　き　平成２２年１０月２１日（木）

　　　　　午前９時３０分〜１３時

�ところ　中央公民館・調理実習室

�内　容　男性料理教室２０のレシピテキストに基づき実施

�料　金　テキスト代　３１５円

�申込み　平成２２年１０月１３日（水）までに福祉保健課まで

　　　　　TEL ６９４−６８１０
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保健行事予定表　１０月〜１２月

お問い合わせ先　役場福祉保健課（TEL ６９４−６８１０）

Ⅰ．健康相談・健康教育
担　　　　　当内　　　　　　容場　　　　所時　　　　間月／日

保健師・理学療法士個別健康相談農村環境改善センター１０：００〜１１：３０１０／５

保健師個別健康相談農村環境改善センター１０：００〜１１：３０１１／２

保健師・理学療法士個別健康相談農村環境改善センター１０：００〜１１：３０１２／７

Ⅱ．健康診査（集団健診）
料　　金対　　象内　　　　　　容場　　　　所時　　　　間月／日

１,３００円４０歳以上乳がん・甲状腺がん検診農村環境改善センター９：００〜１１：００
１０／１４
１２／４

１,３００円４０歳以上乳がん・甲状腺がん検診農村環境改善センター９：００〜１５：００１２／９

Ⅲ．肝炎ウイルス検診（町内医療機関）
料　　金対　　象内　　　　　　容場　　　　所時　　　　間月／日

８００円
７００円
２００円

平成２２年度に
４０歳になる方

肝炎ウイルス検診（Ｂ型、Ｃ型肝炎）
Ｃ型のみ
Ｂ型のみ

井内内科・井関クリニック・
佐藤医院・友成医院・
東）野田医院・西）野田医院

医院の診療時間
８／１〜
１２／２７

Ⅴ．乳幼児健康診査と育児教室
　１．乳児健康診査

対　　象　　者内　　　　　　容場　　　所受付時間月／日

Ｈ２１年１１月１２月生及びＨ２２年５月６月生
問診・身体計測・内科診察・育児相談農村環境改善センター１３：３０〜１４：１５

１０／６

Ｈ２２年１月２月生及びＨ２２年７月８月生１２／３

対　　象　　者内　　　　　　容場　　　所受付時間月／日

Ｈ２１．３．１生〜Ｈ２１．５．３１生
問診・身体計測・内科・歯科診察・聴力検
査・歯科・栄養・育児・発達相談

農村環境改善センター１３：００〜１３：３０１１／１１

　２．１歳６ヵ月児健康診査

対　　象　　者内　　　　　　容場　　　所受付時間月／日

Ｈ１９．５．１生〜Ｈ１９．７．３１生
問診・身体計測・尿検査・内科・歯科診察・
歯科相談・栄養・育児・発達相談

農村環境改善センター１３：００〜１３：３０１２／８

　３．３歳児健康診査

対　　象　　者内　　　　　　容場　　　所受付時間月／日

Ｈ２２．７．９生〜Ｈ２２．１０．１５生股関節脱臼健診・ブックスタート農村環境改善センター１０：３０〜１０：５０１２／１５

　４．股関節脱臼検診・ブックスタート

Ⅳ．予防接種
　１．集団接種

　　１）ポ リ オ 対　　象　　者内　　　容場　　　所受付時間月／日

生後３月以上９０月未満の乳幼児ポリオ農村環境改善センター１３：３０〜１４：００１１／１７

　８月１日〜１２月２７日、町内医療機関において肝炎ウイルス検診を行います。対象は、
本年度４０歳になる方で、今までに肝炎ウイルス検診を受けたことがない方です。

Ⅳ．前立腺がん検診（町内医療機関）
料　　金対　　象内　　　　　　容場　　　　所時　　　　間月／日

５００円
５０歳以上の
男性

前立腺がん検診
採血による前立腺特異抗原検査

井内内科・井関クリニック・
佐藤医院・友成医院・
東）野田医院・西）野田医院

医院の診療時間
８／１〜
１２／２７

８月１日〜１２月２７日、町内医療機関において肝炎ウイルス検診を行います。

●●●● 日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本脳脳脳脳脳脳脳脳脳脳脳脳脳脳脳脳脳脳脳脳炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種ににににににににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいいいいいいてててててててててててててててててててて日本脳炎予防接種について ●●●●

　日本脳炎予防接種は、平成１７年５月３０日より平成２２年３

月３１日まで、積極的な勧奨をしていませんでした。その間に

日本脳炎予防接種１期初回と追加、及び２期を受けられな

かった方で、次の年齢の方は接種を受けることができます。

　対象年齢は、１期初回は、生後６月から９０月未満（７歳６

月未満）、及び９歳以上１３歳未満、２期は、９歳以上１３歳未

満です。接種を希望する方は、役場福祉保健課へお問い合せ

ください。

●●●● 子宮頸ガン予防とワクチン接種について ●●●●

　子宮頸がんの原因は、HPV（ヒトパピローマウイルス）というウイルスの感

染です。HPVに感染すると、１,０００人に１人〜３人が、子宮頸ガンになります。

　子宮頸ガンの予防のためには、子宮頸ガン検診と予防接種があります。

　検診は、２０歳になったら、２年に１回は受けましょう。

　また、予防接種については、今年１０月より、中学３年生女子（平成７年４月

２日から平成８年４月１日までに生まれた者）を対象に子宮頸ガンワクチン

予防接種を無料で受けることができます。対象者には、個人通知をいたします

ので希望する方は、通知を受け取ったら医療機関に予約をして受けてください。

��� 子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子 宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮 頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸頸 がががががががががががががががががががががががががががががががががががががががが んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん 検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検 診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診 をををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを ２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００ 歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳 以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以 上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上 のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの 女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女 性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性 にににににににににににににににににににににににににににににににににににににににに 実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実 施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施 しししししししししししししししししししししししししししししししししししししししし てててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい まままままままままままままままままままままままままままままままままままままままま すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす　 子宮頸がん検診を２０歳以上の女性に実施しています　���
平成２１年度より、子宮がん検診は広域化（上板町以外の医療機関においても受診できる体制を整備）で実施することとなりました。
受診を希望される方は役場福祉保健課までご連絡ください。該当の方には問診票を送ります。その問診票に記入し医療機関を受診してください。
受診期間は平成２３年３月までです。自己負担金は１,５００円、受診間隔は２年に１回です。

　　２）個別接種
　　　　「徳島県予防接種広域化」により、子どもの予防接種については、上板町内の医療機関

に加えて、町外にかかりつけ医があるなど、町外医療機関での個別接種を受けることがで

きます。（一部実施していない医療機関がありますので、主治医にお問い合わせください。）

　　　　予防接種の対象者には、個人通知をいたしますので通知が届いたら、保護者の方は、医

師と相談して接種計画を立てて受けてください。

個別接種の内容
　ＢＣＧ・百日咳ジフテリア破傷風

混合・ジフテリア破傷風混合・麻
疹風疹混合（または、麻疹・風疹）・
日本脳炎
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緑のカーテン緑のカーテン緑のカーテン

　８月１日、上板町及び吉野川市・阿波市の電気工事業者（89

店）が加盟する「鴨島電気工事協同組合」の組合員42名と「上

板町防犯推進委員協議会」の会員が参加して、東光小学校

を含む計７校の小学校周辺通学路に設置されている外灯の

清掃・点検がボランティアで行われました。

　この活動は、８月

の「電気使用安全月

間」行事の一環とし

て３年前から継続し

て行われており、参

加者は子供たちや地

域住民の防犯に役立

てればと、猛暑の中、

計280灯の外灯清掃

や球交換を行いました。

　また、電気の安全使用を呼び掛けるリーフレットを配布し、

火災や感電事故防止を呼び掛けました。

外灯の清掃と点検ボランティア
鴨島電気工事協同組合員のみなさん

外灯の清掃と点検ボランティア
鴨島電気工事協同組合員のみなさん
外灯の清掃と点検ボランティア
鴨島電気工事協同組合員のみなさん

韓国の小中学生、
上板町へようこそ

韓国の小中学生、
上板町へようこそ
韓国の小中学生、
上板町へようこそ

　阿波市と板野、上板両町で

つくるあさんライブミュージ

アム運営協議会と交流してい

る韓国・淳昌郡の小中学生ら

25人が８月20日に来町し、

技の館で歓迎会が開かれ、翌

日には藍染体験や阿波踊り体

験を行い、地元の小中学生と

国際交流を図りました。

交通安全子供自転車
徳島県大会出場

交通安全子供自転車
徳島県大会出場

（Ａチーム）　（Ｂチーム）

　柏木　麻耶　　阿部未沙杜

　高原佑実子　　稲岡　真穂

　元村　美慧　　上原　夏弥

　山本　理緒　　笠原　愛未

おやこの食育教室が
ありました

おやこの食育教室が
ありました
おやこの食育教室が
ありました

　７月18日（日）、25日（日）

におやこの食育教室があ

りました。２日間で26組

70名の参加者があり、普

段お手伝いをしない子供

たちも、ヘルスメイトの

方達と楽しく食育の勉強、

調理実習を行うことがで

きました。

　毎年、おやこの食育教室を行っておりますので、来年も

ぜひ多くの方のご参加をお待ちしております。

　上板町ソーシャルクラブ上板（精神障害者の会）は精神

障害者の社会復帰の１つとして葉牡丹を育てています。8月

5日にメンタルヘルスボランティアたんぽぽ（精神保健ボラ

ンティアグループ）の会員といちょう家族会（精神障害者

の親の会）の会員で種まきをしました。「心の病」に悩む

人達は地域の中で憩い、働き、

当たり前に生活できることを

望んでいます。ストレス社会

といわれている時代、いつ誰

が心を病むかもしれません。

　精神障害者へのご理解、ご

協力、ご支援をお願いいたし

ます。

ソーシャルクラブ上板（精神障害者の会）・いちょう家族会ソーシャルクラブ上板（精神障害者の会）・いちょう家族会ソーシャルクラブ上板（精神障害者の会）・いちょう家族会

　６月26日（土）徳島県警察本部免許センターにおいて、交

通安全子供自転車徳島県大会が開催されました。

　この競技大会には、県内代表の９小学校から48名が参加し、

学科試験と実技試験との合計得点で争われました。

　上板町からは、神宅小学校６年生の８名（２チーム）が

出場しました。惜しくも団体優勝は逃しましたが、学科試

験において第１位に柏木麻耶さん、第２位に上原夏弥さん

が入賞しました。

　神宅小学校チームの出場

選手は以下の児童です。

平成22年度「緑のカーテンコンテスト」受賞者平成22年度「緑のカーテンコンテスト」受賞者平成22年度「緑のカーテンコンテスト」受賞者平成22年度「緑のカーテンコンテスト」受賞者

最優秀賞

　多田　弘幸（上板町）

優　秀　賞

　潮　　昭美（鳴門市）

　安村　康仁（小松島市）

　グループホーム団らん（上板町）

エコ大賞

　四国電力　阿南営業所

交通安全子供自転車
徳島県大会出場

葉牡丹の種まきに汗を流す葉牡丹の種まきに汗を流す葉牡丹の種まきに汗を流す
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